
豊田都市計画地区計画の決定（豊田市決定） 
都市計画太平七曲地区計画を次のように決定する。 

名        称 太平七曲地区計画 
位        置 豊田市太平町七曲及び高崎町北ノ脇の各一部 
面        積 約８．２ha （地区整備計画区域 約８．２ha） 

地 区 計 画 の 目 標 

当該地区は本市中心市街地から西方向約４km に位置し、地区西側がみよし市との
行政界となっており、大学跡地を含む地区である。 

本計画は、周辺の住環境と調和し、ゆとりある良好な居住環境を保全し、秩序あ
る市街地の形成を図ることを目標とする。 
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土 地 利 用 の 方 針 
良好な住宅地の形成を期するため、建築物等の規制誘導を積極的に推進し、周辺の

自然環境に配慮するとともに、郊外住宅地にふさわしい良好な居住環境の形成を図
る。 

地区施設の整備の方針 
防災上の安全性の確保を図り、生活利便性を向上させるため、主要区画道路、公

園、緑地、調整池の整備を行い、無秩序な宅地開発による不良な街区が形成される
のを未然に防止する。 

建 築 物 等 の 
整 備 の 方 針  

土地利用の方針に基づき、地区にふさわしい良好な街区の環境が形成されるよう、
建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、
建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建
築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又はさくの構造の制限を定める。 

その他当該地区の整備・ 
開発及び保全に関する方針 

周辺の環境との調和のために緑地の保全を図るとともに、周辺の交通環境を踏ま
え、安全で円滑な交通を確保するため適切な道路整備を行う。 
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地区施設の配置及び規模 

道路 

名称 幅員 延⾧ 配置 
道路１号 ９．５ｍ 約３１０ｍ 計画図表示のとおり 
道路２号 ６．０ｍ 約４１５ｍ 計画図表示のとおり 
道路３号 ６．０ｍ 約３１５ｍ 計画図表示のとおり 
道路４号 ６．０ｍ 約 ８０ｍ 計画図表示のとおり 
道路5 号 ６．０ｍ 約 ７０ｍ 計画図表示のとおり 
道路6 号 ６．０ｍ 約 ４０ｍ 計画図表示のとおり 
道路7 号 ６．０ｍ 約 ８５ｍ 計画図表示のとおり 
道路8 号 ６．０ｍ 約 ８０ｍ 計画図表示のとおり 
道路9 号 ６．０ｍ 約 ５５ｍ 計画図表示のとおり 
道路10 号 ６．０ｍ 約１４０ｍ 計画図表示のとおり 
道路11 号 ６．０ｍ 約 ２５ｍ 計画図表示のとおり 

公園 
名称 面積 配置 

公園１号 約 ２，２９５㎡ 計画図表示のとおり 
公園2 号 約   ３１５㎡ 計画図表示のとおり 

緑地 
名称 面積 配置 

緑地１号 約３５，６５５㎡ 計画図表示のとおり 
雨水
貯留
浸透
施設 

名称 容量 配置 

調整池１号 約５，００５㎥ 計画図表示のとおり 
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建 築 物 等 の 
用 途 の 制 限 

 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 
１ 住宅 
２ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準

法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「法施行令」という。）第１３０
条の３で定めるもの 

３ 集会所 
４ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 
５ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する法施行令第１３０条の４で定

める公益上必要な建築物 
６ 前各号の建築物に附属するもの（法施行令第１３０条の５で定めるものを除

く。） 
建築物の容積率の 
最 高 限 度 

１０／１０ 

建築物の建蔽率の 
最 高 限 度 

６／１０ 

建築物の敷地面積の 
最 低 限 度 

２００㎡ 

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離（以下「後退距
離」という。）は、１ｍ以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該
当するものはこの限りでない。  
１ 物置、車庫等で、軒の高さが２．５ｍ以下で、かつ、後退距離の限度に満たな

い部分の床面積の合計が１２㎡以内のもの 
２ 建築物の附属部分等で、出窓、ベランダ、バルコニー、テラス、屋外階段その

他これらに類するもの 

建築物等の高さの 
最 高 限 度 

建築物等の高さは１０ｍ以下かつ建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下
「法」という。）第５６条及び第５６条の２において第一種低層住居専用地域で容積
率の限度が１０／１０の区域に適用される規定に適合する高さとする。 

建 築 物 等 の 形 態 
又 は 色 彩 そ の 他 
の 意 匠 の 制 限 

建築物等の色彩、形態等は、次に定めるところにより設置するものとする。ただ
し、市⾧が制限の対象としないと認めたものについては、この限りではない。 
１ 建築物等の屋根、外壁又はこれに代わる柱の色彩は、豊田市景観計画に基づく

景観形成基準を遵守し、周囲の環境と調和した色調とする。 

垣 又 は さ く の 
構 造 の 制 限 

道路に接する敷地境界線から１ｍ未満の距離に存する垣又はさくの構造は、生垣
又はフェンスその他透視性のある鉄さく等（基礎を有する場合にあっては、基礎の
高さ（敷地地盤面からの高さをいう。）が０．６ｍ以下のものに限る。）としなけれ
ばならない。 

ただし、門塀にあっては、当該部分の道路からの見附面積の合計が５㎡以下のも
のはこの限りでない。 

土地の利用に関する事項 

地区施設の緑地は、その用途以外に利用してはならない。また、地区施設の緑地
の木竹は伐採してはならない。ただし、次に掲げる行為はこの限りではない。 

１ 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 
２ 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採 
３ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 
４ 仮植した木竹の伐採 
５ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採 
６ その他市⾧が認める行為 

「区域及び地区施設の配置は、計画図表示のとおり」 



理 由 
宅地開発による良好な居住環境の形成を図るため、地区計画を定めるものである。 


